
 

鳥取県監査委員公告第２号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第２項の規定による行政監査を執行したので、同条第９項に規定す

る監査の結果に関する報告及び同条第10項に規定する意見を次のとおり公表する。 

 

  平成23年２月７日 

鳥取県監査委員 山 本 光 範 

鳥取県監査委員 米 田 由 起 枝 

鳥取県監査委員 伊 木 隆 司 

鳥取県監査委員 山 根 眞 知 子 

鳥取県監査委員 内 田 博 長 

鳥取県監査委員 山 田 幸 夫 

 

第１ 監査の概要 

１ 行政監査の趣旨 

行政監査は、地方自治法第199条第２項の規定に基づき、監査委員が、その地方公共団体の事務の執行が適

確に行われているかどうかについて実施するものである。 

本県においては、毎年度特定の課題を選定してこの監査を実施しているところである。 

２ 監査対象事務 

  県が設立認可等を行った法人の検査 

３ 監査対象事務の選定理由 

平成21年に本県において発生した社会福祉法人における不適正な会計処理を踏まえ、平成22年度に社会福

祉法人の検査について、内部統制の充実を重視する見直しが図られた。 

県が設立認可等を行った法人の検査（以下「法人検査」という。）は、根拠となる法令により義務として

実施するもの、任意で実施できるもの等要件が幅広く、また、対象となる法人の業務及び形態も様々である。 

一方、法人検査の範囲、内容、方法等は、法令で具体的に規定されているものではなく、対象法人の実態

等を踏まえて、法人検査ごとに運用されている。 

このため、県の機関が実施している法人検査の実態を把握し、実施状況、実施要綱等の整備状況、実施体

制、実施内容等について監査を実施し、事務の改善に資することとした。 

４ 実施期間 

  平成22年８月から同年11月まで 

５ 監査の対象法人検査及び対象機関 

(１) 監査の対象法人検査 25法人検査 

   監査の対象法人検査の根拠法令は、次の表１のとおり。 

  表１ 監査の対象法人検査 

法 人 検 査 名 根 拠 法 令 

私立学校検査 私立学校振興助成法第12条 

ＮＰＯ法人検査 特定非営利活動促進法第41条 

社会福祉法人検査 社会福祉法第56条 

医療法人検査 医療法第63条 

国民健康保険組合検査 国民健康保険法第４条及び第106条 

国民健康保険団体連合会検査 国民健康保険法第４条及び第106条 

土地区画整理組合検査 土地区画整理法第125条 

生活衛生同業組合検査 
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

第60条 

生活衛生営業指導センター検査 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律



 

第60条 

消費生活協同組合検査 消費生活協同組合法第94条 

住宅供給公社検査 地方住宅供給公社法第40条 

商工会検査 商工会法第50条 

商工組合検査 中小企業団体の組織に関する法律第93条 

中小企業団体中央会検査 中小企業等協同組合法第105条の４ 

職業訓練法人検査 職業能力開発促進法第39条の２ 

職業能力開発協会検査 職業能力開発促進法第74条 

地方独立行政法人検査 地方独立行政法人法第88条 

農業会議検査 農業委員会等に関する法律第53条 

土地改良区検査 土地改良法第132条 

土地開発公社法人検査 公有地の拡大の推進に関する法律第19条 

特例民法法人検査 
旧民法（新公益法人制度施行（平成20年12月１日）前まで

の民法）第67条 

農業協同組合検査 農業協同組合法第94条 

農業共済組合検査 
農業災害補償法第142条の２、第142条の３及び第142条の

４ 

森林組合検査 森林組合法第111条 

水産業協同組合検査 水産業協同組合法第123条 

注 本報告書における法人検査名は、略称とする。 

(２) 監査対象機関 33機関 

監査の対象とした県の機関は、次の表２のとおり。 

表２ 監査対象機関 

部 局 機 関 名 法 人 検 査 名 

企 画 部 青少年・文教課 私立学校検査 

福祉保健課 社会福祉法人検査 

医療政策課 医療法人検査 福祉保健部 

医療指導課 国民健康保険組合検査、国民健康保険団体連合会検査 

景観まちづくり課 土地区画整理組合検査 

くらしの安心推進課 生活衛生同業組合検査、生活衛生営業指導センター検査

消費生活センター 消費生活協同組合検査 
生活環境部 

住宅政策課 住宅供給公社検査 

経済通商総室 商工会検査、商工組合検査、中小企業団体中央会検査 

雇用人材総室 職業訓練法人検査、職業能力開発協会検査 商工労働部 

産業振興総室 地方独立行政法人検査 

農林水産部 経営支援課 農業会議検査 

県土整備部 技術企画課 土地開発公社法人検査 

行政監察監 公益法人・団体指導課 
特例民法法人検査、農業協同組合検査、農業共済組合検

査、森林組合検査、水産業協同組合検査 

 東部総合事務所県民局 ＮＰＯ法人検査 

 東部総合事務所福祉保健局 社会福祉法人検査 

 東部総合事務所農林局 土地改良区検査 

 八頭総合事務所県民局 ＮＰＯ法人検査 

 八頭総合事務所農林局 土地改良区検査 



 

 中部総合事務所県民局 ＮＰＯ法人検査 

総合事務所 中部総合事務所福祉保健局 社会福祉法人検査 

 中部総合事務所農林局 土地改良区検査 

 西部総合事務所県民局 ＮＰＯ法人検査 

 西部総合事務所福祉保健局 社会福祉法人検査 

 西部総合事務所農林局 土地改良区検査 

 日野総合事務所県民局 ＮＰＯ法人検査 

 日野総合事務所農林局 土地改良区検査 

教育委員会 教育総務課 特例民法法人検査 

厚生課 特例民法法人検査 

生活安全企画課 特例民法法人検査 

組織犯罪対策課 特例民法法人検査 

交通企画課 特例民法法人検査 

警察本部 

運転免許課 特例民法法人検査 

６ 実施方法 

  県のすべての機関に対して予備調査を実施した後、監査対象の33機関に対して監査調書の提出を求め、そ

のうち13機関について、関係者の説明を聴取するなどの方法により実地監査を実施した。 

なお、残りの20機関については、書面による監査を実施した。 

(１) 監査実施機関 33機関 

企画部１機関、福祉保健部３機関、生活環境部４機関、商工労働部３機関、農林水産部１機関、県土整

備部１機関、行政監察監１機関、総合事務所13機関、教育委員会１機関、警察本部５機関 

(２) 実地監査を行った機関 13機関 

  ア 知事部局 ７機関 

企 画 部･･･青少年・文教課 

福祉保健部･･･福祉保健課、医療指導課 

生活環境部･･･消費生活センター 

商工労働部･･･経済通商総室 

行政監察監･･･公益法人・団体指導課 

総合事務所･･･東部総合事務所福祉保健局 

イ 教育委員会 １機関 

教育総務課 

ウ 警察本部 ５機関 

厚生課、生活安全企画課、組織犯罪対策課、交通企画課、運転免許課 

７ 監査の着眼点 

(１) 法人検査の実施に係る法令等の運用は適切か 

(２) 実施要綱等は整備されているか 

(３) 実施体制は整備されているか 

(４) 実施内容は適切か 

(５) 実施結果の取扱いは適切か 

８ 監査の執行者 

監査執行者は、次のとおりである。 
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なお、地方自治法第199条の２の規定により、監査委員 伊木隆司は、福祉保健課について監査を行ってい

ない。 

第２ 監査結果及び監査意見 

１ 法人検査の実施に係る法令等の運用は適切か 

25の法人検査について、実施に係る法令等の運用は適切かの検証を行った。 

表３ 法人検査の実施状況等 

法人検査名 法人が行う業務の概要 
法人

数 

設立認可 

等の区分 

検査

区分 

検査

実績

私立学校検査 
幼稚園、高等学校等の私立学校の設置及び運営を

行う。 
43 認可 任意 有 

ＮＰＯ法人検

査 

保健、医療又は福祉の増進、社会教育、まちづく

りの推進等の活動を行う。 
178 認証 限定 無 

社会福祉法人

検査 

救護施設、母子生活支援施設、養護老人ホーム、

障害者支援施設、保育所等の設置、経営等を行う。
109 認可 任意 有 

医療法人検査 
病院、診療所、介護老人保健施設の開設及び所有

を行う。 
326 認可 限定 無 

国民健康保険

組合検査 

組合員の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要

な保険給付を行う。 
１ 認可 任意 有 

国民健康保険

団体連合会検

査 

保険者事務の協同処理・診療報酬の審査・支払、

国民健康保険に関する調査・研究等を行う。 
１ 認可 任意 有 

土地区画整理

組合検査 

組合員が所有する一定区域地内で公共施設の整備

改善及び宅地の利用増進のため、土地の区画形質

の変更及び公共施設の新設及び変更を行う。 

１ 認可 任意 無 

生活衛生同業

組合検査 

過度の競争から組合員の適正な衛生措置が阻害さ

れるおそれがある場合等の料金又は販売価格の制

限、組合員への衛生施設の維持・改善向上に関す

る指導等を行う。 

11 認可 任意 無 

生活衛生営業

指導センター

検査 

生活衛生関係営業に関する衛生施設の維持、改善

向上、経営健全化の相談及び指導並びに講習会、

講演会及び展示会の開催等を行う。 

１ 認可 任意 無 

消費生活協同

組合検査 

組合員の生活に必要な物資を組合員に供給する事

業、組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事

業等を行う。 

８ 認可 任意 有 

住宅供給公社

検査 

住宅の不足の著しい地域において、居住環境の良

好な集団住宅及びその用に供する宅地の供給等を

行う。 

１ 
国認可・県

設置者 
任意 無 

 

 

商工会検査 

・商工会…商工業に関する相談及び指導並びに情

報及び資料の収集・提供等を行う。 

・商工会連合会…商工会の組織及び事業について

の指導・連絡並びに商工業に関する情報及び資料

２ 認可 任意 無 



 

の収集・提供を行う。  

商工組合検査 
組合員の事業に関する指導・教育、情報・資料の

収集・提供等を行う。 
12 認可 任意 無 

     

     

     

 

中小企業団体 

中央会検査 

 

261 認可 限定 無 

     

     

 

・都道府県中小企業団体中央会…協業組合、商工

組合、商店街振興組合等の経営指導、監査、情報

提供等を行う。 

・事業協同組合…生産、加工、販売等組合員の事

業に関する共同事業、組合員への事業資金の貸付

け、組合員の福利厚生に関する事業等を行う。 

・企業組合…商業、工業、鉱業、運送業、サービ

ス業その他の事業を行う。 

・協業組合…協業の対象事業及び関連する事業に

附帯する事業を行う。     

職業訓練法人

検査 

認定職業訓練の実施、職業訓練に関する情報及び

資料の提供、調査及び研究等を行う。 
３ 認可 任意 無 

職業能力開発

協会検査 

職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に

関する業務についての指導及び連絡、技能検定試

験に係る業務等を行う。 

１ 認可 任意 無 

地方独立行政

法人検査 

住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等のた

め地方公共団体が行うもののうち、試験研究機関、

大学、公営企業等の事務及び事業を効率的かつ効

果的に行う。 

１ 
国認可・県

設置者 
任意 無 

農業会議検査 
農地転用の知事の諮問に対する審議・答申、遊休

農地の発生防止、解消対策等を行う。 
１ 法設置 任意 無 

土地改良区検

査 

土地改良事業の事業主体となるほか、農業用のた

め池や水路等の土地改良施設の維持や管理を行う。
99 認可 任意 有 

土地開発公社

法人検査 
公有地の取得、管理及び処分を行う。 １ 

国認可・県

設置者 
任意 無 

特例民法法人

検査 

学術、技芸、慈善、祭祀
し

、宗教その他公益に関す

る事業を行う。  
187 許可 任意 有 

農業協同組合

検査 

組合員への農業経営、技術向上の指導、資金貸付、

組合員の生産する物資の加工、貯蔵、販売等を行

う。 

５ 認可 義務 有 

農業共済組合

検査 

農業経営の安定を図るため、農作物、家畜、果樹、

畑作物、園芸施設等の共済事業を行う。 
３ 認可 義務 有 

森林組合検査 
組合員の森林の経営に関する指導、病害虫の防除

その他組合員の森林の保護に関する事業等を行う。
８ 認可 義務 有 

水産業協同組

合検査 

水産資源の管理及び水産動植物の増殖、水産に関

する経営及び技術の向上に関する指導等を行う。
12 認可 義務 有 

注１ 検査区分欄の「義務」は法令等の規定上定期的に実施する義務がある法人検査（以下「義務検査」

という。）、「限定」は法令等の規定上実施が法令等に違反している場合等に限定されている法人検査

（以下「限定検査」という。）、「任意」は法令等の規定上任意に実施できる法人検査（以下「任意検

査」という。）の略である。 

２ 法人数は、平成22年４月１日現在の状況 



 

［監査結果］ 

(１) 法人検査を実施しているもの･･･11法人検査（19機関） 

法人検査を実施しているものについては、義務検査と任意検査があり、いずれも定期的に実施しており、

その内訳は次のとおりであった。 

ア 義務検査･･･４法人検査 

  イ 任意検査･･･７法人検査 

(２) 法人検査を実施していないもの･･･14法人検査（14機関） 

法人検査を実施していないものについては、限定検査と任意検査があり、その内訳は次のとおりであっ

た。 

ア 限定検査･･･３法人検査 

いずれも、これまでに実施が必要となる状況（法人における法令違反等）はなかった。 

イ 任意検査･･･11法人検査 

いずれも、これまで、実施していなかったことで特に問題はなかった。 

なお、当該法人検査以外で法人の状況等を把握する措置（以下「代替的措置」という。）があるとし

ているものがあり、その主な状況は次のとおりである。 

表４ 代替的措置の状況 

法 人 検 査 名 特例民法法人検査 経営状況報告書 財政的援助団体等監査 

土地区画整理組合検査 － － － 

生活衛生同業組合検査 － － － 

生活衛生営業指導センター検査 ○ － ○ 

住宅供給公社検査 － ○ ○ 

商工会検査 － － － 

商工組合検査 － － － 

職業訓練法人検査 － － － 

職業能力開発協会検査 － － － 

地方独立行政法人検査 － ○ ○ 

農業会議検査 － － ○ 

土地開発公社法人検査 － ○ ○ 

注１ 「経営状況報告書」は、地方自治法第243条の３第２項の規定に基づいて作成する法人の経営状況を

説明する書類をいう。 

２ 「財政的援助団体等監査」は、地方自治法第199条第７項の規定に基づく監査委員による監査をいう。 

３ 表中の「○」は該当のあるもの、「－」は該当のないもの。 

［監査意見］ 

○ 法人検査を実施していないもの（14法人検査）については、これまで実施していなかったことで特に問

題はなかったものの、法人の設立認可等を行った立場から、常に法人の状況等に関心を持つ必要がある。 

２ 実施要綱等は整備されているか 

   法人検査を実施している19の機関について、法人検査の手順、方法、内容等を定めた実施要綱等（要綱、

要領、チェックリスト、手引き、マニュアル等）を整備した上で体系的に実施しているかの検証を行った。 

  表５ 法人検査の実施要綱等の整備状況 

機関名 法人検査名 実施要綱等の有無 

青少年・文教課 私立学校検査 有 

福祉保健課 社会福祉法人検査 有 

国民健康保険組合検査 有 
医療指導課 

国民健康保険団体連合会検査 有 



 

消費生活センター 消費生活協同組合検査 有 

特例民法法人検査 有 

農業協同組合検査 有 

農業共済組合検査 有 

森林組合検査 有 

公益法人・団体指導課 

水産業協同組合検査 有 

東部総合事務所福祉保健局   

中部総合事務所福祉保健局 社会福祉法人検査 有 

西部総合事務所福祉保健局   

東部総合事務所農林局 

八頭総合事務所農林局 

中部総合事務所農林局 

西部総合事務所農林局 

日野総合事務所農林局 

土地改良区検査 有 

教育総務課 特例民法法人検査 有 

厚生課 

生活安全企画課 

組織犯罪対策課 

交通企画課 

運転免許課 

特例民法法人検査 有 

［監査結果］ 

○ 実施要綱等は、すべての機関が整備していた。 

○ 実施要綱等には、法令ごとの固有業務に関する項目のほか、内部統制（法人の内部において業務の適正

を確保するための体制を構築していくシステムをいう。以下同じ。）、財務会計等の経営・運営の健全性

に係る必要な項目はいずれもおおむね網羅されていた。 

○ 社会福祉法人検査では、平成22年度に見直しを行い、法人の内部統制の充実と運用の徹底を特に重視す

ることとし、新たに法人における自己点検の確認も行うこととしていた。 

○ 医療指導課の行う国民健康保険団体連合会検査は、出納事務の検査について「出納事務は、出納事務に

関する規定等に従い厳正に行われているか」とされているのみで、検査の内容が具体的に定められていな

いため、担当する職員によって実地検査に差が生じるおそれがある。 

［監査意見］ 

  ○ 医療指導課においては、担当する職員にかかわらず実地検査の統一性が確保されるよう、実施要綱等に

具体的に検査内容を定めることを検討されたい。 

３ 実施体制は整備されているか 

  法人検査を実施している19の機関について、実施体制の整備状況の検証を行った。 

  表６ 法人検査の実施体制 

検査実施法人数 検査員数 

機関名 
法 人 検 査

名 

法

人

数 

Ｈ21

年度
実施状況 総  数 

検査実施人数

等 

検査員の技

術習得の内

容 

青少年・文教

課 

私 立 学 校

検査 
43 12

高校設置法

人は毎年、

その他は３

年に１回 

所属職員３名 

検査員２～３

名 

検査期間１～

２日 

ＯＪＴ、自

己学習 

     所属職員６名（う 検査員２～５ 研修受講、



 

福祉保健課 90 50
おおむね２

年に１回 

 

社 会 福 祉

法人検査 

   

ち金融機関ＯＢ非

常勤職員１名） 

公認会計士６名 

名 

検査期間１～

２日 

公認会計士

による研修

 

国 民 健 康

保 険 組 合

検査 

１ １ ２年に１回 所属職員５名 
検査員２名 

検査期間１日 
研修受講 

医療指導課 国 民 健 康

保 険 団 体

連 合 会 検

査 

１ ０ 原則毎年 所属職員７名 
検査員３名 

検査期間１日 
研修受講 

消費生活セン

ター 

消 費 生 活

協 同 組 合

検査 

８ ２
おおむね４

年に１回 
所属職員２名 

検査員２名 

検査期間１日 
 

特 例 民 法

法人検査 
144 10

おおむね３

年に１回 
所属職員３名 

検査員３名 

検査期間１日 

研修受講、

勉強会、自

己学習 

農 業 協 同

組合検査 
５ ４

おおむね毎

年 

所属職員10名、 

公認会計士１名、

金融機関ＯＢ非常

勤職員２名 

検査員４～13

名 

検査期間４～

18日 

研修受講、

勉強会、自

己学習、公

認会計士か

らの指導 

農 業 共 済

組合検査 
３ ３

おおむね毎

年 

所属職員７名、 

公認会計士１名 

検査員４名 

検査期間４日

間 

同上 

森 林 組 合

検査 
８ ９

おおむね２

年に１回 
所属職員７名 

検査員２名 

検査期間１～

３日 

同上 

公益法人・団

体指導課 

水 産 業 協

同 組 合 検

査 

12 ７
おおむね２

年に１回 

所属職員７名、 

公認会計士１名 

検査員２～６

名 

検査期間２～

10日 

同上 

東部総合事

務所福祉保

健局 

５ ２ 所属職員３名 
検査員２名 

検査期間１日 
研修受講 

中部総合事

務所福祉保

健局 

５ ４ 所属職員４名 
検査員２名 

検査期間１日 
研修受講 

西部総合事

務所福祉保

健局 

社 会 福 祉

法人検査 

９ ４

２年に１回

所属職員２名 
検査員２名 

検査期間１日 
研修受講 

  

  
東部総合事

務所農林局 
 

28 ８

 

所属職員３名 

検査員２～４

名 

検査期間１日 

研修受講 

  八頭総合事

務所農林局  
５ ２

 
所属職員２名 

検査員２名 

検査期間１日 
研修受講 



 

３年に１回中部総合事

務所農林局 

土 地 改 良

区検査 
28 ８

 
所属職員４名 

検査員２名 

検査期間１日 
研修受講 

  西部総合事

務所農林局  
36 10

 
所属職員２名 

検査員２名 

検査期間１日 
研修受講 

  日野総合事

務所農林局  
２ １

 
所属職員３名 

検査員３名 

検査期間１日 
研修受講 

教育総務課 
特 例 民 法

法人検査 
37 11 ３年に１回 所属職員３名 

検査員２～３

名 

検査期間１～

２日  

研修受講、

勉強会 

厚生課 １ １ 警察本部職員４名
検査員３名 

検査期間１日 

研修受講、

勉強会 

生活安全企

画課 
２ ２ 警察本部職員４名

検査員４名 

検査期間１日 
研修受講 

組織犯罪対

策課 
１ １ 警察本部職員３名

検査員３名 

検査期間１日 
研修受講 

交通企画課 １ １ 警察本部職員３名
検査員３名 

検査期間１日 
研修受講 

運転免許課 

特 例 民 法

法人検査 

１ １

毎年 

警察本部職員４名
検査員３名 

検査期間１日 
研修受講 

注 法人数は、平成22年４月１日現在、検査員数は、平成22年９月１日現在の状況 

［監査結果］ 

○ いずれの機関も、複数の職員による体制を整備しており、法人検査の実施に必要な人員はおおむね確保

していた。 

○ 法人の財務会計等に係る検査技術レベルを確保するために、16機関については研修受講等の取組を行っ

ていたが、青少年・文教課、医療指導課及び消費生活センターでは、行っていなかった。 

○ 福祉保健課及び公益法人・団体指導課では、公認会計士を非常勤職員に任命して、法人の財務会計等に

係る検査の充実を図っていた。 

○ 警察本部では、検査技術レベルを確保するため、各課の法人検査において、財務会計等に係る検査は会

計課の職員が担当していた。 

○ 東部総合事務所福祉保健局では、業務効率化及び検査技術レベル確保の観点から、局内の法人検査と各

種福祉施設の検査業務を一つの係に集約化するという取組を行っていた。 

［監査意見］ 

 ○ いずれの機関もおおむね必要な検査体制は整備していたが、組織として必要に応じて他の機関の実効性

のある取組も参考にするなど、検査体制の充実に努めるとともに、職員の検査技術の習得のための研修を

するなど、検査技術レベルの確保を図られたい。 

４ 実施内容は適切か 

   法人検査を実施している19の機関について、実施内容の状況の検証を行った。 

検査項目については、次の表７の業務項目及び運営項目に区分して検証を行った。 

表７ 法人検査の検査項目の区分 

区 分 検 査 項 目 

業務項目 

法令ごとに定められている法人の業務に関する固有の検査項目 

（例）私立学校検査の場合 

  生徒（園児）の状況、教員の資格、教育課程の状況等 

 内部統制、財務会計事務等、各法人検査に共通する検査項目 



 

運営項目 （例）理事会の開催状況、監事監査の実施状況、予算・決算の状況、会計処理の体制、収

入状況、支出状況等 

 

表８ 法人検査の実施内容 

運営項目 
機関名 法人検査名 

業務

項目 内部統制 財務会計事務等 

青少年・文教課 私立学校検査 ○ ○ × 

福祉保健課 社会福祉法人検査 ○ ○ ○ 

国民健康保険組合検査 ○ ○ ＊ ○ ＊ 
医療指導課 

国民健康保険団体連合会検査 ○ ○ ＊ ○ ＊ 

消費生活センター 消費生活協同組合検査 ○ ○ ○ ＊ 

特例民法法人検査 ○ ○ ○ 

農業協同組合検査 ○ ○ ○ 

農業共済組合検査 ○ ○ ○ 

森林組合検査 ○ ○ ○ 

公益法人・団体指導課 

水産業協同組合検査 ○ ○ ○ 

東部総合事務所福祉保健局 ○ ○ ○ 

中部総合事務所福祉保健局 ○ ○ ○ 

西部総合事務所福祉保健局 

社会福祉法人検査 

○ ○ ○ 

東部総合事務所農林局 ○ ○ ○ 

八頭総合事務所農林局 ○ ○ ○ 

中部総合事務所農林局 ○ ○ ○ 

西部総合事務所農林局 ○ ○ ○ 

日野総合事務所農林局 

土地改良区検査 

○ ○ ○ 

教育総務課 特例民法法人検査 ○ ○ ○ 

厚生課 ○ ○ ○ 

生活安全企画課 ○ ○ ○ 

組織犯罪対策課 ○ ○ ○ 

交通企画課 ○ ○ ○ 

運転免許課 

特例民法法人検査 

○ ○ ○ 

注 ＊は、証拠書類等によらず、主に聞き取りにより検査を行っていた。 

［監査結果］ 

○ 業務項目については、いずれの機関もおおむね適正に検査を行っていた。 

○ 医療指導課の行う国民健康保険組合検査及び国民健康保険団体連合会検査では、運営項目については、

主に聞き取りで検査を行っていた。 

○ 消費生活センターの行う消費生活協同組合検査では、運営項目のうち財務会計事務等については、主に

聞き取りで検査を行っていた。 

○ 青少年・文教課の行う私立学校検査では、私立学校における教育の独自性を重視するあまり、公認会計

士又は監査法人による学校法人会計基準に関する監査の範囲外で実施要綱等において検査対象としている

財務会計等に係る検査を行っていなかった。 

［監査意見］ 

○ 医療指導課及び消費生活センターにおいては、法人検査の実施の必要性を踏まえ、十分に確認を行う検

査体制を整備されたい。 

 ○ 青少年・文教課（私立学校検査）においては、法人検査の根拠法令である私立学校振興助成法の趣旨（私



 

立学校の経営の健全性の確保）を踏まえ、学校法人会計基準に関する監査の範囲外の財務会計等に係る検

査の在り方について検討されたい。 

５ 実施結果の取扱いは適切か 

   法人検査を実施している19の機関について、実施結果の取扱状況の検証を行った。 

表９ 法人検査の実施結果の取扱状況 

機関名 法人検査名 
復命書等の

作成の有無

検査結果の通

知等の有無 

法人検査結果

の公表の有無

青少年・文教課 私立学校検査 ○ ○ × 

福祉保健課 社会福祉法人検査 ○ ○ ○ 

国民健康保険組合検査 ○ ○ × 

医療指導課 国民健康保険団体連合

会検査 
○ ○ × 

消費生活センター 消費生活協同組合検査 ○ ○ × 

特例民法法人検査 ○ ○ ○ 

農業協同組合検査 ○ ○ × 

農業共済組合検査 ○ ○ × 

森林組合検査 ○ ○ × 

公益法人・団体指導課 

水産業協同組合検査 ○ ○ × 

東部総合事務所福祉保健局 ○ ○ ○ 

中部総合事務所福祉保健局 ○ ○ ○ 

西部総合事務所福祉保健局 

社会福祉法人検査 

○ ○ ○ 

東部総合事務所農林局 ○ ○ × 

八頭総合事務所農林局 ○ ○ × 

中部総合事務所農林局 ○ ○ × 

西部総合事務所農林局 ○ ○ × 

日野総合事務所農林局 

土地改良区検査 

○ ○ × 

教育総務課 特例民法法人検査 ○ ○ ○ 

厚生課 ○ ○ ○ 

生活安全企画課 ○ ○ ○ 

組織犯罪対策課 ○ ○ ○ 

交通企画課 ○ ○ ○ 

運転免許課 

特例民法法人検査 

○ ○ ○ 

［監査結果］ 

 ○ 実施結果のとりまとめについては、すべての機関が、法人検査の復命書の作成及び法人検査結果の相手

方への通知のいずれも実施していた。 

○ 社会福祉法人検査及び特例民法法人検査については、法人検査の実施結果を公表していたが、その他の

法人検査については、公表していなかった。 

○ 教育総務課の行う特例民法法人検査については、実施結果で不適切な状況が明らかになり、改善を求め

ているにもかかわらず、当該法人の業務改善が行われていないものが多く見受けられた。 

［監査意見］ 

○ 実施結果を公表していない機関については、法人検査の実施結果の公表の要否、範囲及び方法を定めた

公表基準を定めて、適切に対応されたい。 

○ 実施結果で不適切な事項について、改善を求めても法人が改善できていない場合には、法人検査の実効

性が伴うよう行政処分も含め、業務改善につながるよう事後処理を徹底されたい。 



 

第３ 総括的意見 

１ 法人の内部統制の充実を前提とした法人検査の実施について 

［監査結果］ 

○ 法人の内部統制の状況については、いずれの機関も理事会の開催、監事監査の実施、諸規程の整備等の

検査は行っていた。しかし、理事会の開催の有無は検査を行っても、議事録により実質的な審議が行われ

ているかどうかの検査は行っていない等、内部統制が有効に機能しているかについて十分に検査を行って

いない機関が多く見受けられた。 

［監査意見］ 

○ 法人検査による外部の検査はもとより、経営、運営の責任はあくまで法人自体にあるということを基本

に、法人の内部統制の充実と運用の徹底が図られるよう指導するとともに、内部統制が機能しているかど

うかを検証する等、法人検査の在り方を検討されたい。 

２ 財務会計等に係る検査基準の標準化について 

［監査結果］ 

○ 法人検査において、財務会計等の検査項目は各法人検査に共通的なものであるにもかかわらず、検査内

容、検査方法、検査技術レベル等に差が生じていた。 

  ○ 財務会計等に関する検査技術レベルの確保については、専門的な研修及び経験が必要であり、機関ごと

での体制の整備は、非効率で限界がある。 

［監査意見］ 

  ○ 法人が健全な運営を行うためには、法人の内部統制の充実に加え、健全な財務体制及び適正な会計処理

の確保が重要である。財務会計等の検査項目については、検査内容、検査方法、検査技術レベル等の基準

を定め、県全体での標準化を検討されたい。 

○ 県全体で財務会計等の検査に係る専門チームを設置するなど、効率的な法人検査を実施する体制の整備

も検討されたい。 

 

 


